
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
等
に
係
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
日
と
す
る
こ
と
。


